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総務委員会会議録 

日時 平成２３年３月９日（水） 開会時間  午前１０時０４分 

閉会時間 午後 ３時３９分 

場所 第３委員会室 

委員出席者 委員長 鈴木 幹夫 

副委員長 河西 敏郎 

委員 前島 茂松 渡辺 亘人  石井 脩德  堀内 富久 

 樋口 雄一 内田  健  小越 智子 

委員欠席者    なし 

説明のため出席した者 

 

総務部長 古賀 浩史   会計管理者 笹本 英一 

人事委員会委員長 小澤 義彦   代表監査委員 輿水 修策 

選挙管理委員会委員長 戸栗 敏 

総務部防災危機管理監 広瀬 猛   総務部理事 曽根 哲哉    

総務部次長 山本 一   総務部次長（人事課長事務取扱） 原間 敏彦    

総務部次長（財政課長事務取扱） 山下 誠   職員厚生課長 山本 芳彦    

税務課長 深澤 肇   管財課長 佐藤 佳臣   私学文書課長 大堀 道也  

市町村課長 伊藤 好彦  消防防災課長 堀内 浩将 

出納局次長（会計課長事務取扱） 佐藤 浩一   管理課長 清水 郁也 

工事検査課長 野田 祥司 

人事委員会事務局長 清水 文夫   人事委員会事務局次長 丹澤 保幸 

監査委員事務局長 窪田 守忠    監査委員事務局次長 飯島 幸夫 

議会事務局次長 久保田 克己    議会事務局総務課長 杉山 正巳 

議題 （付託案件） 

Ｈ２２年度関係 

 

第４６号   平成２２年度山梨県一般会計補正予算第１条第１項歳入歳出予算の補

正額及び歳入歳出予算の総額、同条第２項歳入各款及び歳出中総務委員

会関係のもの、第２条繰越明許費の補正中総務委員会関係のもの並びに

第４条地方債の補正 

第４９号   平成２２年度山梨県県税証紙特別会計補正予算 

第５０号   平成２２年度山梨県集中管理特別会計補正予算 

第５３号   平成２２年度山梨県公債管理特別会計補正予算 

 

Ｈ２３年度関係 

 

第６号   山梨県の事務処理の特例に関する条例中改正の件 

第７号   山梨県情報公開条例中改正の件 

第８号   山梨県住民基本台帳法施行条例中改正の件 

第９号   山梨県職員定数条例中改正の件 

第１０号   外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例



平成２３年２月定例会総務委員会会議録 

- 2 - 

中改正の件 

第１６号  平成２３年度山梨県一般会計予算第１条第１項歳入歳出予算の総額、同

条第２項歳入各款及び歳出中総務委員会関係のもの、第２条債務負担行為

中総務委員会関係のもの、第３条地方債、第４条一時借入金並びに第５条

歳出予算の流用   

第２２号   平成２３年度山梨県市町村振興資金特別会計予算 

第２３号   平成２３年度山梨県県税証紙特別会計予算 

第２４号   平成２３年度山梨県集中管理特別会計予算 

第２８号   平成２３年度山梨県公債管理特別会計予算 

 

請願第 19-10 号  保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適

用除外を求めることについて 

     

審査の結果   付託案件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。 

         また、請願第 19-10 号ついては採否を留保するものと決定した。 

          

審査の概要   午前１０時４分から午後３時３９分まで（その間、午前１１時３１分から午

後１時０１分まで及び午後２時１５分から午後２時３２分まで休憩をはさん

だ）総務部・出納局・人事委員会事務局・監査委員事務局・議会事務局関係の

審査を行った。 

 

主な質疑等   総務部、出納局、人事委員会事務局、監査委員事務局、議会事務局関係 

 

  ※ 第４６号   平成２２年度山梨県一般会計補正予算第１条第１項歳入歳出予算の補正額及

び歳入歳出予算の総額、同条第２項歳入各款及び歳出中総務委員会関係のもの、

第２条繰越明許費の補正中総務委員会関係のもの並びに第４条地方債の補正 

 

質疑       

 

       （財政調整基金積立金について） 

内田委員  １つだけ教えてもらいたいことがあるので、お聞きしたいんですけれども、

出納局の出２、中部横断自動車道の新直轄区間に係る部分ですけれども、１０

億円を基金に積み立てるというんだけれども、これは今の知事が当選して間も

ないころに、たしか約１８０億円を１５０億円減額して、３０億円の負担にし

たんだということだと思うんですけれども、これは今年１０億円を補正で積み

立てるんだけども、今現在積み立ててあるのはどのぐらいですか。 

 

佐藤出納局次長 基金そのものについては、１９年度から積み立てておりまして、１９、２０、

２１年で合わせて３０億円でございます。今回１０億円をさらに積み立てると

いうことでございます。 

 

内田委員  「今年度の交付税特例措置を踏まえ、後年度の負担額増加に対応するため」

とありますよね。そうすると、既に３０億円積み立てて、さらに今年１０億円

積み立てるということは４０億円ですよね。これ、次の年もまだ積み立てるこ

とは考えているんですか。我々が一番心配するのは、１８０億円から１５０億

円も減額された。県民もみんな、そういう理解をしているわけですよ。 

  その中で、補正予算で、「後年度の増額に備えて」とあるんですよね。とい

うことは、増額されるということが前提なのかなとも思うし。交付税というの
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は多分、我々もそういう理解をしているんですよね。交付税措置をされるわけ

ですよね。交付税で来るんだから、中でプラマイをされた場合に、どの部分が

どの部分かというのはなかなかわからないんだよね。県民にとってなんか全く

わからない。そういう中で操作をされたらたまらないなと思うわけですよ。ど

のぐらいを予定しているんですか。もうこれで既に４０億円ですよね。 

 

佐藤出納局次長 １９年度より１５年間、特例措置ということで、額はどのぐらいかというの

が確定されてはおりませんけれども、１９年度の試算の段階では、約１４５億

円を一応見込んではおります。来年度以降も今年度と同様にするかという扱い

については、今のところ未定でございます。 

 

内田委員  １４５億円ということは５億円ぐらい減る可能性があるという理解でいい

ということ？ 

 

佐藤出納局次長 試算ではそのようなことで積んでおります。 

 

内田委員  そうすると、ここのところも非常にわかりにくい部分で、我々にもわかりに

くいし、一般の県民にはもっとわからないと思うのね。この交付税のやりとり

というのはわからない。これ、選挙のときの公約みたいなものとかかわるんだ

けども、一般的には１８０億円の負担を１５０億円減額して３０億円だと、今

でも委員さんの中でも、そういうのをふだん使っていますよね。いろいろなと

ころでしゃべるときに多分使っていると思う。自分の選挙のときにもそういう

ことをしゃべっているはずですよ。 

  だけど、こういう状況の中で、今、お聞きすると、１４５億円ぐらいの試算

だということは、それで５億円減るわけですよね。１５０億円じゃない。そう

いう部分というのはものすごく大事だと思うんですよ。だから、私はいつも財

政課との話をするときに、地方交付税という話が出てきたときに、特例措置と

かって出るでしょう。これ、あんまり当てにならないなといつも思うんだけど

ね。 

  それと、もっと心配しているのは、よく後年度は地方交付税で措置すると必

ず言うじゃない。市町村なんて、今、みんなそうですよ。特例債についても何

についても、みんなそう。７割は後年度、地方交付税でバックしてあげますよ、

３割負担してくださいと。だけど、その３割というのがほんとうに３割かどう

かというのはわからないんだよね。我々にわかるわけがないし、皆さんにだっ

てわからない。これは、国がやることだから、国の経済、財政に応じて、これ

が決まってくるということだから、今の国の状況を見れば、みんなわかります

よね。負担総額は１ ,０００兆円を超えると言われているじゃないですか。そ

ういう中で、大体どこからそんな金が出てくるんだとみんな思っていますよ。 

  だから、これはやっぱりいろいろな機会に交付税についての説明を私はすべ

きだと思う。一般の県民の理解ってないですよ。議員さんたちの中だって、多

分ないと思いますよ、部長。 

 

古賀総務部長  今の中部横断の関係の積み立ての関係ですけれども、すみません、私も最初

から経緯を知っておりますので、ちょっとお話をさせていただきますと、これ

については、１５年間にわたって毎年約１０億円を加算するという上乗せの方

式になっています。これは、いってみれば、後年度の交付税措置といったもの

と若干異なっておりまして、完全に普通交付税の算定のルール式の中に１０億

円を上乗せするような式がその当時１９年度に組み込まれましたので、そうい
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う点では、この中部横断自動車道の関係がなければ、確実に普通交付税の交付

額は、計算上、１０億円減っているということになります。そういう点でいう

と、確実に毎年上乗せを、今もそうなんですけれども、これから１５年間にわ

たって１０億円ずつ上乗せをされるということになります。ここはそういう点

では、交付税についていうと、タコが足を食べているようなものだというふう

なこともよく言われたりしますけれども、これはそれとは若干違いまして、い

ってみれば、事業費補正、要するに、事業費に応じた上乗せに限りなく沿った

ものということになろうかと思います。 

  その上で、中部横断自動車道については、１５年間よりももっと早い段階で

本県の場合は計算が見込まれているわけですけれども、負担金についていいま

すと、もともと１８０億円が３０億円ということになりましたが、県として１

８０億円を払うということについては変わりがありません。ただ、払う財源と

して、１０億円掛ける１５年間が交付税に上乗せをされるというだけで、払う

額として、１８０億円は払わなければいけないということは変わらないんです。 

  そうなってきますと、今、手元に正確に数値を持っていないんですけれども、

ピークの２４、５、６年あたりにかなり払いが集中するということで、今現在

の負担金の払い額というのは毎年１０億円ちょっとです。これがそれくらいの

ときに集中をしまして、一気に四、五十億になるという計算だったと当時承知

をしています。そのときの払いに備えて、今まだ、毎年の支払い額が１０億円

のうちに、そして、いってみれば、中部横断自動車道が完成した後も毎年１０

億円来るわけですけれども、今のうちは、どちらかというと先に積んでおいて、

そのピークで払えるような形をとっておかないと、その当時に財政状況、財政

負担としてかなり県財政にしわ寄せが来るということを心配して、今、積んで

おります。 

  ですから、来年度以降どうなるのかというお話がちょっとありましたけれど

も、これについては、とりあえず今年についていうと、備えて積めるだけの財

政的なまだ体力もあるので積もうという判断ですけれども、それが来年度以降

どうなるかということについては、事業の進捗、負担金と、あと、財政状況全

般の中で、もしそれが積めるだけの体力がそろそろなくなってきたとなると、

積むのを来年か再来年かそこら辺でやめるということになると思います。そし

て、今度はその積んだ分から吐き出すという作業になってくると思います。 

  それはそのときそのときの中部横断自動車道の直轄負担金の見込みと県財

政の状況、これを総合的に勘案して、毎年度、積むか積まないかは決めていく

ことになってこようかと思います。そういう点では、毎年１０億円をいつまで

積んでいくのかということについていいますと、今回は積ませていただきます

けれども、来年度以降も１０億円を積むかということについては、また来年度

改めてそのときに検討したいと考えています。 

 

内田委員  わかりました。そうすると、当初約１８０億円、そして、減額される分も約

１５０億円。ぴったりではなく、約ということですね。そうすると、今積んで

いる基金みたいなものもどこまで積むかわからんけれども、トータルで県が負

担として支払っていくのは、１８０億円を超えるかもしれないけれども、さっ

きの話だと、１４５億円ぐらい見込めるということは、５億円ぐらい減る可能

性もあるということだよね。 

 

佐藤出納局次長 その点についていいますと、当時から１５０億円ぴったりではなく、私も正

確な記憶ではないですけれども、当時から約１５０億円というのは、１５０で

はなくて、１４６とか７とかそういう数字だったと記憶しているので、基本的
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にその数字が今、動いているという認識は持ってはおりません。 

 

内田委員  わかりました。私もそこのところは、これ、あの当時の、要するに、最初の

選挙のときの話だから、よくわかっているんだけども、そうすると、私が心配

しているようなことはまずないと考えていいということですね。「将来の増額

に備えて」、これ、増額とあるから、負担が増額されるんだって普通は思うじ

ゃないですか。それはないということでいいですか。 

 

古賀総務部長  はい。 

 

内田委員  それが知りたかった。いいです。 

 

       （私学振興費について） 

小越委員  総１８ページ、私学文書課の県立大学運営費交付金、これは１２月議会のと

きに、知事部局、それから、教育、警察関係と一緒の並びで、職員の人件費カ

ットということになりました。私は１２月議会同様、この点は反対いたします。 

  もう１つ聞きたいんですけれども、次の総１９ページ、私学振興費ですけれ

ども、先ほどの御説明でいくと、人数が減ったので減ったというんですけれど

も、予算の内訳を見ますと、国の補助金が減って、同様に近い金額が県費で増

えているのです。これはどういうことでしょうか。 

 

大堀私学文書課長 ただいまの御質問でございますけれども、運営費補助金４６０万３,０００

円の減額に対して、財源の変更があったのではないかという御指摘だと思いま

す。私立学校運営費補助金に関しましては、高校、中学、小学校、幼稚園とい

ろいろな校種、それぞれの段階において金額が異なっておりまして、またその

財源構成も異なるということでございます。例えば、今回、それぞれさまざま

な科目、校種ごとに申し上げますと、高校でございますと、生徒数は７１名増

えてございます。また、中学校でいきますと、生徒数は９３名減少しておりま

す。それから、小学校にいきますと５８名減少。あるいは、幼稚園ですと９５

名の増員ということでございまして、それぞれ財源構成が違ってございます。

例えば高校とか幼稚園ですと、県で大きく上乗せしていますので、それが増え

るということになれば、県の負担、持ち出し分が増えることになります。それ

から、中、小であれば、国庫補助金の額も大きいため、その人数が減りますと、

国庫補助金も減ることになります。 

  あるいは、２２年度の当初予算におきましては、２０年度の実績をもとに積

算したという経緯がございます。その当時は特別分というものがございました。

国庫補助金の特別分で一定のメニューに即してやりますと、そのとおりでもっ

て国庫補助金になったという部分はございますけれども、それが２１年度以降、

メニューが変わって、減った部分、そういったいろいろな条件がありますけれ

ども、国庫補助金が減る要素がたくさん増えまして、むしろ県の持ち出し分が

出ると理解をしております。 

 

小越委員  国の補助金、補助単価とか補助が出るこの仕組みが変更されて、その分を県

費で穴を埋めたということでいいんですか。この国補が減って、県費が増えて

いる。人数が変わっただけでこんなに変わるんですか。そうしますと、私立学

校の運営に伴って、私立学校が今まで受けていた補助金が来なくなるというこ

とになるんですか。私立学校の運営に支障をきたすようなことになるんですか。 
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大堀私学文書課長 先ほど申し上げましたようなポイントでやっておりますので、それで学校

運営に支障をきたすというような御心配はないかと思っております。 

 

小越委員  支障をきたさないように、県費で穴を埋めているということでいいんですか。

国補がそのまま減らされて、その分は県費で補っているという理解でいいんで

すか。そうじゃない？ 

 

大堀私学文書課長 すみません、細かい説明が必要なため、ここで一から十まで御説明できな

くて大変申しわけありませんが、このポイントが減ったという部分については

そのとおりでございます。あと、高校、中学、小学校、幼稚園、それぞれで財

源構成が違うという部分もあって、県費の部分が増えるということで御理解い

ただきたいと思います。 

 

小越委員  国の補助金が減らされて、私立学校の運営がそれでそのまま大変だというこ

とはあってはいけないと思っています。と同時に、就学されているお子さん、

保護者の負担が増えてはいけないと思いますので、国の補助金が削れられた分

はしっかり県で補えるようにしてもらいたいというのが要望です。 

 

       （県債の発行について） 

小越委員    それから、総２ページのところです。先ほど中部横断自動車道の地方交付税

の話がありましたけれども、先ほどの御説明でいくと、公共事業を含めて、３

９億円の県債を発行して、１０億円の県債のマイナス補正で２８億円増えたと

いうお話だったんですけれども、今回の補正予算で、地域経済対策公共事業費

７３億円ですか、それから、ほかにも県単の地域経済対策というのが出てくる

んですけれども、今回の補正の公共事業に含まれている県債の発行は３９億円

ということですか。幾ら発行されたんでしょうか。 

 

山下総務部次長 ２月補正でお願いをしております県債の発行関係のうち、国の経済対策、補

正予算に伴う、公共事業の執行に当たりましての県債は、約３５億円、それか

ら、国の地域活性化交付金を財源の一部といたします、県単公共の１５億円の

計上に伴う県債発行が約４億４,０００万円ということになります。 

 

小越委員  それで、総務ではないですけれども、土木とか農政のところを見ますと、公

共のところで、今までの公共事業の追加や、新しい公共事業が出てくるんです

けれども、例えば耕地課のところでいきますと、畑地帯総合整備事業のところ

で経済対策に伴う補正が出てきますけれども、これに伴って、県費を削って、

県債を増やしているというのがほかにもあるんです。県費を削って、県債を発

行しているというのはどうしてなんでしょうか。ほかにも幾つか出ていますけ

れども、この公共事業は、県費の負担を削って、県債を増やしているという財

源更正になっているんですか。 

 

山下総務部次長 今回の２月補正は非常にわかりにくくなっている部分としまして、１つは、

国の経済対策に伴う公共事業７３億円余の増額を純粋に出ているだけではな

くて、既存の公共事業に伴う事業費確定分によりまして財源更正等を行ってい

る部分もあります。その両方が合わさって、同じ事業名の中に２つの性質を持

ったものが出てきて、それを一緒にしているために、表向きにはそういう形で

見えるということでございます。 
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小越委員  ということは、今回のこの３９億円は、県費を削って県債を増やすのは、純

粋に公共事業に伴って、県債を発行したということでいいんですか。 

 

山下総務部次長 そうでございます。 

 

小越委員  それでいきますと、この県債の発行で今後の負担がどうなるかなんです。そ

れは先ほど話がありましたけれども、県債発行に伴って、この借金の返し方は、

地方交付税、何かいろいろな措置があるんでしょうか。 

 

山下総務部次長 今回の国の経済対策に伴う公共事業に係る県債は、いわゆる補正予算債と呼

ばれるものでございます。一応、後年度の負担は、交付税で基本的には１００％

いただけるという内容のものでございます。 

 

小越委員  地方交付税で１００％来るということが、理論上はそうかもしれませんけれ

ども、それに色がついてくるわけではないんですよね、確かに。それで、今、

国の財政状況を見ますと、地方交付税の状況を見ても大変な状況になる中で、

地方交付税でバックされるからという内容で、県債をどんどん発行するような

仕組みに、この公共事業誘導になっていくんじゃないかと恐れているんですけ

れども、いかがですか。 

 

山下総務部次長 交付税上には、いわゆる後年度の歳出の需要額の中に、今回発行いたします

県債の元利償還金を算入いたしますので、必ずそれは計算上に含まれるという

ことでございます。それが１点。 

  もう１点。今回は経済対策ということで実施するものでございますから、県

内の景気動向等を見ながら、積極的に有利な県債を活用して実施するものであ

ります。 

  もう１点、今回の結果といたしまして、総額で２８億円余の県債の増額にな

るわけでございますが、この増額を行いましても、行革大綱で２２年度末を目

標としております、３８０億円程度、通常の県債等の残高を減らすという計画

に対しまして、５３０億円程度削減が達成できる見込みでございます。 

 

小越委員  では、この７３億円のうち、約３分の１、半分近くが、借金というか、県債

ということになっていますよね。３０何億円ですから、この経済対策で７３億

円がドーンと全部来るわけではなく、その半分ぐらいが県の借金で補なわなけ

ればならない。それは後年度で来るからと言うんですけれども、私、このやり

方が全国でやられていて、全国で後年度負担がちゃんと来るからということで、

この経済対策という名の中でどんどんやられてきたことが、大きな借金をつく

ってきた１つの原因ではないかと思っているんです。 

  そこで、この７３億円を出した場合の、さっき、経済問題がありましたが、

山梨県の経済波及効果はどのぐらいあるんでしょう？ 

 

山下総務部次長 本会議でもそのようなお話があったかと思いますが、産業連関表でいくと、

１．５とかそういうようなことであろうかと思っていますが、末端までは詳し

い数字が手元にございませんので申しわけないですが、これまでの経済対策の

実施によりまして、リーマンショック以降、平成２０年度の倒産件数が１００

件を超えていたものが、現在、その半数以下。負債総額につきましても、約５

分の１になったというようなこともございますので、経済的な効果はあろうか

と考えています。 
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小越委員    やっぱり国全体でこの考え方を変えていかないと、地方交付税で措置される

からということで、半分以上が借金をつくっていく。７３億円全部、丸々国か

らお金が来るわけではないんですよね。７３億円全部くれるわけではなく、借

金をつくり、そして、それが後で交付されると言いますけれども、それを全国

でやっているわけですから、地方交付税がパンクするのは当然の話だと思いま

す。 

そして、産業連関表を見ると１ .５１５倍かな、それだったら、７３億円は

もっと違う使い方をするべきだと私は思います。地元の人たちは、建設業の人

たちは、そんなに景気がよくなっていると思いません。倒産しているところが

少ないといいますけれども、１,０００万円以下の小さいところはどんどんつ

ぶれているわけですよね。そこの手立てを考えずして、ここの１ .５１５倍だ

けで経済波及効果があったというふうに私は思いません。借金を増やしていく、

この仕組みそのものを変えるべきですから、ここについては私、反対いたしま

す。 

 

討論      なし 

 

採決      賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第４９号   平成２２年度山梨県県税証紙特別会計補正予算 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第５０号   平成２２年度山梨県集中管理特別会計補正予算 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第５３号   平成２２年度山梨県公債管理特別会計補正予算 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 
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※ 第６号    山梨県の事務処理の特例に関する条例中改正の件 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第７号    山梨県情報公開条例中改正の件 

 

質疑        

 

内田委員  情報公開審査会と情報公開制度運営委員会を統合することについては全く

異論がないんですけれども、審査会そのものについてちょっとお聞きしたい。

情報公開条例に基づいて情報開示を求めますよね。例えば選挙管理委員会だと

か、あるいは公安委員会だとか。そうすると、そこから、多分、情報公開審査

会へ送りますよね。そうすると、情報公開審査会ということは、私は、審査会

というんだから、そこでまさに審査をするものだと思っていたんだけども、そ

れは機関によって、直接の審査をしないところもあるんですか。 

 

大堀私学文書課長 今、開示請求の場面でのお話がございましたけれども、この審査会は、実

際、開示請求に対する応答と、その後その応答に対する不服があった場合審査

するのと２段階ございまして、審査会につきましては、処分があった後、それ

に対する不服、一部開示決定とか全部不開示とかそういったもの、もっと開示

ができるんじゃないかというアピールをした場合に、実施機関を経由しまして、

審査会のほうで審議をしていただいて答申をするということになっておりま

す。通常の開示請求に対しましては、実施機関が判断をしております。 

 

内田委員  私、何でこれを聞くかというと、実はほんとうは警察のほうで聞いたほうが

いいのかなと思うんだけど、たまたまこれは条例を改正するということでここ

でお聞きしたいんだけども、山本美保さんの事件に関して、ＤＮＡ鑑定が実は

２回されて、科警研、警察庁の科学警察研究所、そこでまず１回目がなされて、

当然、その鑑定資料がありますよね。その１回目で判定ができなくて、名古屋

大学の医学部に委託をして、そこで２回目の鑑定をしたんですね。 

  その鑑定の資料の閲覧はできるんですけれども、ものすごく厚い資料ですよ

ね。それをコピーすることもできない。閲覧だけはできる。そこで、山本美保

さんの家族を支援する会が、公安委員会にこの情報開示条例をもとに開示して

ほしいと。開示してほしいというか、要するに、資料の開示を求めたわけだ。

そうすると、窓口は公安委員会なんだけれども、公安委員会は何をしたかとい

うと、情報公開審査会に送ったわけですよね。そうすると、情報公開審査会は、

諮問庁というんだから、何ていうのかな。諮問庁というのはこの場合はどこを

いうんですか。諮問庁というんですね。 

 

大堀私学文書課長 諮問庁というのは、先ほどの話で申し上げました第２段階で、多分、全部

不開示という処分、警察本部長が全部不開示という処分をしたということに対

して、不服があるということで審査請求をされたという事案かと思います。そ

れは警察本部長の処分について、上級庁である県公安委員会に対しまして、処
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分不服であるから審査をしてくださいということで公安委員会に出して、審査

請求をしたと。審査請求になった場合には、県の情報公開条例に基づきまして、

こういったものに関しましては、県の情報公開審査会に対して、処分の内容に

関して妥当であったのか、違法性はないかと、そういった点について諮問する

ということですので、諮問庁というのは、この場合、公安委員会ということで

ございます。 

 

内田委員  そうすると、私、すごく不思議だと思うのは、窓口が公安委員会なんですよ。

公安委員会が窓口であって、しかも、諮問する。諮問ということはまさにそこ

に諮るわけでしょう？ 情報公開審査会がそこに諮るわけですよね、判断をし

てほしいと。その判断をするところが公安委員会であったらば、何回これやっ

てみたって、ノーという結論がそのまま出てくるじゃないですか。 

  まさにきのう実はそれがあったんですよ。私が委員会の最中だったから、そ

の情報はまだなかったんだけども、山本美保さんの妹さんのところにそういう

通知が届いていたんです、きのう。そこで、実は私にメールで情報がきました。

これ、わからないの。窓口になっている公安委員会が審査会から諮問されて、

そこが審査をした。そんなの、バツにするのが当たり前じゃないですか。何の

意味があるのか私には全くわからないんだけどね。 

 

大堀私学文書課長 今、委員のほうが、審査会から諮問があったというお話がありましたけれ

ども、逆でございます。公安委員会のほうが審査請求に対する判断をする際に

当たって、前段として審査会のほうに、処分の妥当性について諮問をしたとい

うことでございますから、まず第三者として審査会のほうで、今回の全部不開

示事案に対して、妥当であるかどうか、違法性がなかったかどうかを審査しま

す。その審査結果の答申を公安委員会にしますので、それに基づいて、公安委

員会のほうで審査請求に対する処分をすると。公開条例につきましては、審査

会の答申を最大限尊重するということになっておりますので、おおむね、その

ときはそれに基づいてやるということです。 

 

内田委員  理屈からいうと、私もまさにそうだと思ったのね。後でそのメールもまたお

見せしますよ。私にもわからないんだよね。こんなことをやっていたら、何回

やったって同じことの繰り返しだなと思ったんだよ。 

  でも、その妹さんのところに返ってきた書類は、審査会から返ってきている

んですよ。審査会の委員長さんが、私、名前をちょっと思い出せないんだけど、

審査会から返ってきているんです。だから、私がおかしいと。だって、公安委

員会から諮問するわけでしょう？ だから、それが私がおかしいなと思ってい

ることなんだけれども、そこのところがわからないから、今日たまたまこの条

例の改正の件があるからお聞きしようかと思ったんだけども。統合するという

こと自体は私は全然オーケーだと思いますので、いいですから、後でまたその

部分は教えてください。私にも全くわからない。 

 

小越委員  審査会と委員会の２つを１つにするということで、なぜ今まで２つに分かれ

ていたんですか。 

 

大堀私学文書課長 他県もそうでございますけれども、情報公開制度はここ１０年、２０年、

運用が図られているというところでございまして、制度のスタート時点におき

ましては、２つの機能をそれぞれ持って、担当する事務それぞれのボリューム

があるだろうという判断でスタートされたと考えております。その後、運用が
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安定してきたものですから、１つの機関で十分対応できるという判断に帰結し

たと考えております。 

 

小越委員  ２つの機能を別々に持たせていた意味はどこにあるんですか。わざわざ２つ

つくっていたという意味。 

 

大堀私学文書課長 情報公開制度が始まった当時、委員も重々御承知だと思いますけれども、

情報公開制度につきましては、まず自治体が先行してやっている経過がござい

ます。いろいろな試行錯誤、トライ・アンド・エラーがございまして、そうい

った中で、最終的に平成１２年に国のほうでも情報公開法を持つということで

ございました。制度については、どういう制度設計にするかという点につきま

しては、全国の中でいろいろな取り組みがあったと承知しております。そうい

う点で、それぞれ、制度運営委員会におきましても、当時においてはいろいろ

な議論をする場を設ける必要があるという判断であったと思われます。平成１

２年以降はおおむね国の制度に自治体のほうもならっておりますので、制度設

計も基本的にこれに基づいているという理解であります。 

 

小越委員  やっぱりわからないですけれども、２つをわざわざ分けていた理由があると

思うんです。今、それは、よくなったから、２つを１つにするという話ですけ

れども、わざわざ２つに分けていたという理由があると思うんですよ。それは

何なんですか。 

 

大堀私学文書課長 説明不足なのかもしれませんが、再三申し上げていますとおり、制度創成

期にいろいろなバリエーションが考えられるということでございます。ですか

ら、それを１つの機関でもって審議したと。平成１２年の制度運営委員会の９

回の集中審議の際に、実際いろいろな条例と、本県の旧条例と、それから、法

の間でかなりいろいろなポイントが違ったわけでした。それについて、どっち

にどう合わせるかと。国に合わせるか、本県独自のルールで決めるか、いろい

ろそれぞれに議論をしたということで、制度運営委員会の審議が必要だったと

いうことでございますけれども、今は既に議論が終わっておりまして、制度も

安定的に運営されているということでございますので、１つの機関に統合して

差し支えないという判断だということでございます。 

 

小越委員  今の説明ですと、今まで何で２つがあったのかは不明ですよね、時が経過し

たら、２つを１つにしまえばいいということで１つにしたというけれども、今

まで２つにしていた意味があったからやっていたと思うんですよ。これにより

ますと、不服申し立てにかかわるもの、これが前者、すなわち、情報公開審査

会。それで、不服申し立てのところも含めて今度は全部一緒にするということ

ですよね。そうしますと、今まで不服申し立てについて審議していたところと、

それが正しいかどうかそれを審議するところと、それを受けるところが、今度、

すべて一緒になるということですよね。それが１つになっていいのかという意

味です。 

 

大堀私学文書課長 ですから、制度設計をするところと日常的な運用をするところと、それが

一緒になるということでございまして、相反する作用のものを一緒にするとい

うふうには理解しておりません。 

 

小越委員  私はやっぱりこの不服申し立てというのを、ここのところ、不服申し立て３
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章の１節、諮問審査会の調査審議のとき、答申の尊重義務が削られてしまうん

ですよね、これによりますと。不服申し立て情報公開審査会に改められて、答

申の尊重とか諮問が、なくなってしまって、それを全部一緒に含めてやるとい

うことになりますと、訴えるのとそれを審議するところが一緒になるというこ

とになりますと、それは効率だけであればいいかもしれませんけれども、本来

のあり方から私は反すると思いますので、ここには私、反対いたします。 

 

討論       なし 

 

採決       賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第８号    山梨県住民基本台帳法施行条例中改正の件 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第９号    山梨県職員定数条例中改正の件 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第１０号   外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例中

改正の件 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第１６号   平成２３年度山梨県一般会計予算第１条第１項歳入歳出予算の総額、同

条第２項歳入各款及び歳出中総務委員会関係のもの、第２条債務負担行為

中総務委員会関係のもの、第３条地方債、第４条一時借入金並びに第５条

歳出予算の流用 

 

質疑       

       （県立大学運営費交付金について） 

小越委員  まず、私学文書課の総３２ページ、県立大学大学運営費は、昨年度に比べて
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大幅に県費が少ないんですけれども、これはなぜですか。 

 

大堀私学文書課長 県立大学運営費交付金でございます。８億７,０００万円ほどになってござ

います。これは、当初予算で骨格的予算という考え方のもとに、平成２２年度

の当初予算のおおむね８割ということで計上された結果、それが７億６,２０

０万円という形になってございまして、それ以外の経費を含めまして、８億７,

０００万円余となっております。 

 

小越委員  では、２０％はどんなことを考えていらっしゃるんですか。去年より２割も

減ったということになりますと、運営するのは大変ではないかと思います。だ

って、１年間の見通しというのがあると思うんですけれども。 

 

大堀私学文書課長 冒頭に部長のほうから骨格予算ですということで御説明をさせていただい

たとおりでございまして、その２割ということに特に意味があるわけではござ

いません。２２年度当初予算の８掛けで計上させていただいているということ

でございます。 

 

小越委員  大学を運営するに当たっては、１年間の経費が幾らかかって、そして、入学

料と授業料と、それから、いろいろなことを考えていくので、これで資金繰り

が大丈夫かなと思っているのが１つと、国立大学を含めて、交付金が削られて

くる現状があるんですけれども、それはどのようになっているんでしょうか。 

 

大堀私学文書課長 実際の交付の状況でございますけれども、今年度におきましても、年間４

回に分けて交付してございまして、基本的には２２年度と同じように４月にス

タートする予定でおりますので、資金不足とかそういったことはないと考えて

ございます。６月議会で御審議いただきますので、それでもって十分に肉付け

がされると思っております。 

  それから、効率化係数のことを多分お尋ねになったかと思うんでございます。

それにつきましても、中期計画で、年１％ずつ、約１,０００万円ずつ効率化

係数を掛けたということで御了承いただいておりまして、それについては既定

路線と考えてございますので、それを前提に６月補正で御説明させていただく

という格好になろうかと思っております。 

 

小越委員  １％ずつカットしていくということは、国立大学の先生方もはじめ、皆さん

にそれには増額を要求しております。県立大学も、この１％を毎年カットされ

るということについては、私はここは反対をします。 

 

       （税収確保対策特別事業費について） 

小越委員  それから、総２０ページ、税収確保対策特別事業費のことをお聞きします。

地方税滞納整理機構をつくって３年たち、私はそれはもう廃止するべきだと思

っています。差し押さえありきの方針のもとでやってきて、市町村はじめ、多

くの皆さん、差し押さえをされているんですけれども、今回また３年間延長さ

れ、この予算が計上されるということで、ここは私は反対いたします。 

  その中でお聞きしたいのは、２１年度もそうですけれども、２２年度に５つ

のポイントが出されておりました。「滞納整理の差し押さえは、数値目標を設

定し、進行管理することが必要」「早期の差し押さえの実施」「少額分納は原則

認めない」「延滞金はしっかり徴収する」もう１つ、「法令に沿った不納欠損を

行う」。この５つのポイントは、来年度はどのように変更されるんでしょうか。 
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深澤税務課長  ５つのポイントにつきましては、やはり法令にのっとりまして滞納処理を進

めていきたいと思います。それから、途中で追加をいたしましたけれども、生

活困難者については、その実態を把握して、適切な猶予措置を講ずることとし

ております。この法令にのっとった滞納整理と、それから、適切な納税の猶予

措置、これをバランスよく、引き続き、市町村に対しまして、５つのポイント

としてお示しをしていこうと考えております。 

 

小越委員  この５つのポイントを撤回せずにそのままやるということで今、御説明があ

ったと思います。この中で一番私が気になっていることは、差し押さえの件数

の数値目標を設定し、進行管理するということがあります。差し押さえの数値

目標を設定する、進行管理するというのは、どのようなことを指導されている

んでしょう。 

 

深澤税務課長  数値目標を設定し、進行管理することが有効であるということで、これはあ

くまでも市町村に対する助言でございます。ですから、甲府市のように数値目

標を設定していないところもありますし、これまで差し押さえをやったことが

ないところにつきましては、差し押さえなど、その手段に対します数値目標を

設定することも有効ではないかということです。実際に数値目標を立てるかど

うかはそれぞれの市町村の判断になるかと考えております。 

 

小越委員  でも、県がこのように助言しますと、どこの市町村も数値目標を立てるんで

すよね。２００件、３００件という数値目標を立てて、それが達成されますと、

営業努力じゃありませんけれども、次の目標がまた掲げられるわけですよね。

どこかの営業のように、だれさんがこうなって、グラフがこうなるとかという

ことがやられている市町村があることを課長は御存じだと思います。 

  それともう１つ、新しく、昨年度加わったところに、滞納者の生活実態の把

握に努めて、適切な猶予措置を講ずることというのがあります。では、ここの

１年間、もうすぐ終わりますけれども、どの程度の件数、猶予措置がされたん

でしょうか。 

 

深澤税務課長  徴収猶予の件数につきましては、平成２１年度が１８件、それから、２２年

度の上半期ですけれども、２２件ということで、確実に対象件数については増

えてきております。ということで、徴収猶予すべきところはするように、引き

続き、助言をしてまいりたいと考えております。 

  それから、最初の御質問でありますけれども、５つのポイントにつきまして

は、これはまさに法律にのっとってやることですので、引き続き、５つのポイ

ントにつきましては市町村にお示ししていきたいと考えております。 

 

小越委員  市町村は、法令にのっとって、差し押さえが先にまず来るんですよね。その

徴収猶予が１８件、２２件と言いますけれども、全体の差し押さえ件数は、平

成２１年度でいきますと４,０００件もあるわけですね、市町村だけで。その

うちの１８件、２２件というのはほんとうに少ない数だと私は思います。１％

もいかないですよね。この方々が悪質だとはとても思えません。徴収猶予がほ

んとうに必要かどうかしっかり話を聞いているのか疑問です。そして、徴収猶

予の申請書がどのくらいの市町村に置いてあるんですか。 

 

深澤税務課長  徴収猶予というのは、地震や火災などの災害の場合とか、あるいは、病気の
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場合など行うもので、申請を出せば済むというものではありません。それ以外

に、換価の猶予という制度がございまして、これは徴税吏員の裁量で分割納付

もできるというようなことですので、それらをあわせまして、適切に運用して

いきたいと考えております。 

 

小越委員  換価の猶予を含めてどのぐらいあったんでしょうか。４,０００件あります

けれども、その前に、「差し押さえに当たっては、滞納者の生活実態の把握に

努めた上で」というのがあるんですよね。給料を差し押さえられたら生活して

いけない。そういうことも含めて、滞納者の生活実態を把握しているかどうか

が重要だと思うんです。じゃあ、換価の猶予はどのぐらいあったんですか。 

 

深澤税務課長  換価の猶予については把握してございません。 

 

小越委員  把握していないということですけれども、この５つのポイントだけが先行し

てしまい、ほんとうに滞納者の生活実態把握ということを飛ばして、差し押さ

えが先に行っているというのが市町村の現状だと思っております。給料を差し

押さえられて、どうしていいかわからないんだから。給料だって、それは預金

に入ったからって、それは預金を差し押さえたとか、年金は預金だからと言い

ますけれども、そのもとは生活費そのものです。生活費そのものを差し押さえ

ることがあってはならないと思いますが、その点はいかがですか。 

 

深澤税務課長  それはそれぞれの滞納者の生活実態を把握しまして、給料を差し押さえても、

生活に支障がないという判断のもとに差し押さえをしておりますので、これは

適切な滞納整理だと考えております。 

 

小越委員  では、給料を差し押さえたら生活できないとわかった場合は、差し押さえを

しないということでいいですか。 

 

深澤税務課長  もし仮に給料を差し押さえた結果、その方がそれによりまして生活ができな

いという状況が判明した場合には、それは当然、差し押さえを解除するという

ことになります。 

 

小越委員  それがなかなかできていないことが実態だと思います。本会議でお話ししま

したが、国民健康保険税、保険料も同じように来ますけれども、国保税の滞納

による差し押さえが、山梨県だけ、ほかの県に比べて異常に急増しています。

倍増しているんですよね。それはなぜなんでしょうか。そちらは税務課として

把握していらっしゃるんでしょうか。 

 

深澤税務課長  国保税あるいは国保料につきましては、国でいえば厚生労働省、県において

は福祉保健部が所管いたしまして、いわゆる保健行政の中でやっていることで

ございますので、総務部あるいは税務課としては承知はしておりません。 

 

小越委員  でも、市町村へ行きますと、同じような方が国保税も住民税も県税もみんな

一緒に集めているわけですよね。そうしますと、国保税を滞納していますと、

国保の保険証を取り上げられて、実質的な命にかかわることが今、行われよう

としている中では、この差し押さえありきの方針があるばっかりに、市町村が

そのような方向に行っているんではないかと私は思っています。 

  この滞納整理機構は私はやめるべきだと思っています。このようなことをし
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ますと、差し押さえが先行してしまいまして、先ほど、換価の猶予は数字がな

いとおっしゃいましたけれども、徴収猶予も１８件、２２件と、４,０００件

近い差し押さえ件数のほんとうにごくわずかです。市町村でお話ししても、「そ

んな申請書ありません」と窓口で言われ、「そのようなことはできません」と

いうことを言われることも多々あります。そのことがないように、この５つの

ポイントはぜひ、私は撤回するべきだと思います。この滞納整理機構の予算に

ついては、私は反対いたします。 

 

       （議会費について） 

小越委員  もう１点です。議会費のところです。来年度の議会費の中で、議員の海外視

察研修は、何人分、お幾ら計上されているんでしょうか。 

 

杉山議会事務局総務課長 議会が行う研修につきましては、山梨県議会研修要綱に基づいて実

施しておりますが、その中に議員の海外研修について規定されております。そ

の中で、１人当たり１任期９０万円を限度とするということが決まっておりま

す。それと、人数につきましては、過去の例から、年間２０人分を計上すれば、

議員の申し出に対応できるということで、９０万円掛けることの２０人で１,

８００万円を計上しております。 

 

小越委員  今回、１,８００万円が議会運営費の中に入っていると思います。それで、

本会議のときに知事政策局長が、手続をしっかりとっていれば、それは妥当だ

というお話もありましたので、手続のことを教えてもらいたいんですけれども、

この間手続上はどのようにされているか。例えばこの前視察研修に行った方々

は、派遣が決定された日が１１月２日です。派遣が決定されて２日後の１１月

４日に目的地に向かって飛行機に乗っていらっしゃいますけれども、その申請

の手続、それはどのような段取りでやっているのか、何をもって申請するのか、

その中身を少し教えてください。 

 

杉山議会事務局総務課長 今も言いましたように、議員の海外研修につきましては、山梨県議

会研修要綱に定められておりまして、その中で、「議員の海外研修については

議員の派遣として実施する」ということが決まっております。議員の派遣の手

続につきましては、研修要綱の中で、「研修を受けようとする議員はあらかじ

め海外研修申込書に研修計画、旅行日程、見積書、その他参考資料を添えて議

長に提出する」となっております。議長は内容を審査して、適当と認められる

ときには、会議規則に議員派遣の規定がございますが、それに従って、議会の

議決または議長において派遣を決定するという手続をとっております。 

  それから、研修が終了しましたときには、直ちに海外研修終了届を議長に提

出する。そして、その後速やかに、研修の日程、研修者の氏名、研修地の概況、

研修の目的、内容、成果等を主題としました海外研修報告書を議長に提出する

こととされております。議長に提出された海外研修報告書については、他の議

員等に対して開示するということになっておりまして、これにつきましては、

議員等の閲覧に供するために、議会の図書室に備えております。 

 

小越委員  申請書に計画と日程と見積もりを添えて、議長に提出するとあります。提出

してから、それが決定するまでどのぐらいかかるんでしょうか。申込書を出さ

れて、それから、審議をして、チェックをして、決定されるのはどのぐらいか

かるんですか。 
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杉山議会事務局総務課長 先ほど話がありました、１１月にフィンランドへ研修に行った議員

のものは、申し込みが１１月１日で、４日からの研修ということになっており

ます。４日から１０日までの研修。この派遣の決定につきましては、過去に最

高裁判所の判例の中に、普通地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の議決

機関としてその機能を適切に果たすために合理的な必要性がある場合には、そ

の裁量により、日本国内や海外に派遣することができると判例の中で言われて

おりまして、かなりの議会の裁量が認められていると認識しております。した

がいまして、本県の行財政運営に関連のあるものについては、議員からの申し

出は広く認められるべきではないかと考えております。 

 

小越委員  ということは、このフィンランドの場合でいくと、１１月１日に申し込みを

されて、２日に決定して、４日にはもう行っていると。１日に申し込みされて、

どういう計画で、見積もりも含めて、それから、日程、中身も含めて、どうい

う審議というか、チェックをするんでしょうか。それは議員の裁量の範囲とい

うことでいきますと、スルーでそのまま判こを押すということでいいんでしょ

うか。 

 

杉山議会事務局総務課長 先ほども言いましたように、研修申込書に研修目的が示されて出さ

れますので、それが明らかに本県の行財政運営と関係のないものであれば、認

められないと考えますが、関連のあるものについては、広く認めるべきと考え

て、派遣を決定しております。 

 

小越委員  そうしますと、例えば旅費の中身等について、例えばもっと安い飛行機、ホ

テルの利用を検討するようにということで、申請を戻すとか、検討し直す、そ

ういうことはないんですね。 

 

杉山議会事務局総務課長 派遣については、決定は議会または議長が行っておりますが、研修

計画については、議員の自主性というか、議員の考えを尊重しておりまして、

議員が研修を受ける場合に、みずから旅行会社と折衝して、相手方とのアポイ

ントとかそういうことをやっておりまして、その旅行会社の見積もりをもとに、

派遣の費用を決定しております。派遣の研修要綱の規定によりまして、旅費に

つきましては、山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に規定

する額で算出するということになっておりますので、それを超える場合には、

条例に基づいた額に調整をしております。 

 

小越委員  ということは、ほとんど議員が出したものをそのまま、見積書もついていれ

ば、ノーチェックのままでいくという話だと思います。 

  もう１点、先ほど、研修後速やかに報告書を出すようにと言いましたけれど

も、「速やかに」というのは、どのぐらいの期間をもって速やかにと言うんで

しょうか。 

 

杉山議会事務局総務課長 速やかにというのは、できるだけ早くということではないかと思い

ます。議会事務局としても、なるべく早く出していただくようには考えており

ますが、研修に参加した議員が資料の整理とかそれなりに時間がかかるのでは

ないかと考えております。ただ、あまり時間がかかるものについては、なるべ

く早く出していただくように督促はしております。 

 

小越委員  速やかに、なるべく早くというのは、今までのことを見ますと、大体半年ぐ
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らいかかって提出されている。早くて３カ月、４カ月後に報告書が提出されて

いるのが現実だと思っております。今までの話を聞きますと、申請をして、す

ぐ決定になって、そして、中身については議員の自主性に任せるということで

ほとんどノーチェックでいくと。報告書は、早く出してくれというけれども、

半年ぐらいたっても、出てきたりこなかったりする。 

  それで、聞きたいんですけれども、この議員の海外研修はほかの研修とは位

置づけが違うと思うんです。わざわざ議会の議決を経て行くのが筋になってい

ます。それはほかの一般研修と議員の海外視察研修はどこが違うからですか。 

 

杉山議会事務局総務課長 委員のおっしゃるように、この研修につきましては、先ほども言い

ましたように、議員の派遣という形で実施しておりますので、まず決定につい

て、議会の議決または議長の決定が必要ということになっております。例えば、

政務調査費で行う研修につきましては、各議員が政務調査費の使途基準に沿っ

た形でどういう内容の研修をするかというのは、各議員の自主性に任されてお

ります。この議員派遣についても、研修の内容、それから、どういうところを

研修する、どういう形で研修するというのは、議会の裁量権がかなり認められ

ておりますので、議員の自主性はかなり尊重すべきと考えますが、最も違うの

は、議員の派遣ということで、議会の議決または議長の決定によって派遣され

るということであります。ただ、内容的には、今言いましたように、議員の自

主性がかなり尊重されるべきだと考えております。 

 

小越委員  議員の海外視察研修がほかと違うのは、県政の役に立つ、県政に資するもの

というところがたしか海外視察研修の目的にあったと思います。ほかの一般研

修とは違うんですよ。県政の課題に資するということが一番の目的になってい

る中で、申込書が１１月１日に出されて、２日に決定される。県政に資するの

であれば、要人の方と会ったり、役所に行ったりする中でかなり詰めていかな

いと、アポをとったり、時間調整ができないと思うんです。それがなぜ直前に

出されてくるのか、私は疑問なんです。もっと前からわかっているはずなんで

すから、議会の議決にかかるはずだと思うんですけれども、そこはただすこと

がないんでしょうか。 

 

杉山議会事務局総務課長 先ほども言いましたように、研修の目的とか、研修場所、それから、

どういう形で研修するかというのは、研修を行う議員に任されていると考えて

おります。ですから、研修までに各研修を行う議員は、相手方とのアポイント

なりをとっている。現実に行った先で、そちらの例えば公的な機関の職員と会

って、話を聞いているということもあります。 

  ただ、必ずしも公的なところを訪問するとか、そういうことだけが研修では

なく、それ以外の研修の方向なり、だれと会って話を聞くというものは各議員

に任されていると考えておりますので、必ずしも公的機関を訪問したり、相手

方と会って話を聞かなければ研修にならないとは考えておりません。 

 

小越委員  今の話を聞きますと、相手方と会わなくても、研修だと言いますけれども、

議会の議決を経て行く、そして、議員の海外視察研修は、県政に資するもの、

役立つものということが海外視察。一般研修と違うんですよね。だから、なお

さら重みがある。それだったら、向こうにわざわざ行って話を聞いてくるので

あれば、もっと前からわかるはずなのに、どうしてこうやって突然出してきて、

そのまま行くのか。県民に全然わからないですよね、どうなっているのかが。

報告書も半年ぐらいたっても出てこない。それも、どこに行ったのかわからな
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い。こういうのは不透明なお金の使い方ではないかなと私は思い、ここのとこ

ろに今回予算を計上することは私、反対です。 

 

討論      なし 

 

採決      賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第２２号   平成２３年度山梨県市町村振興資金特別会計予算 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第２３号   平成２３年度山梨県県税証紙特別会計予算 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第２４号   平成２３年度山梨県集中管理特別会計予算 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※ 第２８号   平成２３年度山梨県公債管理特別会計予算 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※請願第 19-10 号  保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適用 

          除外を求めることについて  

 

意見       （「採否を留保」と呼ぶ者あり） 
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小越委員  採択すべきだと思います。留保とかではなく、これは平成１９年１０月２

日に受理しています。もう４年も前の請願を、態度を明らかにせず留保とす

るのは、それは議会として今まで何をしてきたかと問われます。この１９年

１０月２日のもの含めて全部留保するということになりますと、請願に対し

て大変失礼な話です。これはぜひ採択するべき話だと思います。ぜひ採択、

少なくとも採決してください。 

            

討論       なし 

 

採決       賛成多数で採否を留保するものと決定した。 

 

 

  ※所管事項 

 

質疑 

（職員の事務処理ミスについて） 

樋口委員  知事の新任期が始まりまして、私たちは最後の任期ですから、総務部という

か、人事課にお聞きしたいんですけれども、やはり事務処理のミスが非常に多

くて、県行政の信頼を損ねているような気がするといいますか、事実があるの

ではないかなと思います。福祉行政はほんとうに複雑になっているんでしょう。

福祉保健部所管のところでよくミスが散見されますけれども、私たちの任期、

この１期の４年間の中でも、農政部や、あるいは福祉保健部や教育委員会にお

いて単純ミスから、あるいは国と地方とのお金のやりとりの中での複雑な事務

処理ミスとか、あるいは市町村に迷惑をかけるような事務処理ミスがありまし

た。 

  先ほど予算審議の中で、人事課長のほうから、事務管理を徹底するために研

修をしっかりやるという話もありましたけれども、もちろん各部局でそれはや

るんでしょうけれども、国のいわゆる景気雇用対策で基金がますます増えてき

たり、それをどういう処理するかというような事務事業が増えてきている中で、

どのようにその辺は考えて新年度はやっていくのかというようなことを、総務

部といいますか、人事課といいますか、全体を見渡して、全体を所管する立場

でお聞かせいただきたい。 

 

原間総務部次長 委員御指摘のとおり、職員の不祥事といいましょうか、事務処理ミスも含め

まして、不祥事が多いことで、以前から議員の先生方からはおしかりを受けて

いるところでございます。これまでも、知事の訓示とか職場会議など、さまざ

まな機会をとらえて、服務規律の徹底を図ってきたところでございます。しか

しながら、不祥事が後を絶たないという現実があるわけでございますので、外

部有識者や企業経営の経験者等からなります、不祥事根絶懇談会というものを

昨年１２月に立ち上げをいたしたところでございます。今後は、この懇談会の

中で、不祥事根絶に向けました、御意見、御提言等をいただいて、それを何ら

かの形で対策等に反映してまいりたいと考えております。 

 

樋口委員  去年の１２月、根絶懇談会を立ち上げたということでありますけれども、知

事さんが新任期になられて、そのことについては何か触れられましたか。 
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原間総務部次長 不祥事根絶懇談会そのものにつきましては、私ども総務部のほうが当初予算

とか人事異動の作業等があるということで、じっくりとした対応ができかねる

という場面が多々あろうかと思いますので、根絶懇談会の委員のメンバーの皆

さんにその旨をお断りさせていただいた上で、４月以降、開催をさせていただ

くということで御説明をさせていただいておるところでございます。したがい

まして、この件につきましては、まだ知事とは直接打ち合わせ等はさせていた

だいておりません。 

 

樋口委員  市町村行政を含めて、やっぱり行政には多くの責任を持っていただいて、知

事も県民を守るとりでという言い方も昨年来されていましたから、信頼回復に

努めていただきたいんですけれども、国と地方の関係といいますか、今のここ

のところの経済対策等々、この山梨だけではなくて、全国的に同じことだと思

いますけれども、ほかの県でも、福祉保健部の措置費の問題とか、また今日も

何か新聞に出ていましたけれども、ほかの県の状況なんかはどうなんでしょう。 

 

原間総務部次長 すみません、手元に他県の状況等を整理したものを持ってはおりませんけれ

ども、少なくとも法令上の解釈の違いとか運用上の解釈の違いというところで、

頻繁にとは申しませんけれども、全国的にはこういった例はあるものと考えて

おります。 

 

樋口委員  骨格予算編成ですから深くは聞きませんけれども、またの機会があればまた

の機会にしますけれども、うまくいっている県の例とか、あるいは、先進県と

いう言い方はおかしいんですけれども、今までの従来の事務研修のやり方、事

務管理のやり方とは違うやり方を新たに、ほかの県がやっているようなことを

取り入れたり、あるいは研修に行ったり、見聞きをして、あるいは集中的に勉

強に行ったりして、ここ数年来起きている事務処理ミスをなくしていこうとい

うような、そういう考え方は新年度に向かってどうなんでしょうかね。お持ち

にならないですか。 

 

古賀総務部長  この問題につきましては、非常に我々も頭の痛い問題でございまして、昨年

の末に不祥事根絶懇談会を設置させていただいて、これから夏に向けて本格的

に、まさに今、委員のほうから御指摘をいただいた、全国のさまざまな研修の

取り組みとか、あるいはどこの県も定数削減を進めている中で、チェック体制

のあり方とか、そういうことを含めてよく勉強して、そして、できる限り、今

後、不祥事あるいは事務処理ミスが起こらないような、しっかりとした体制を

つくっていきたいと思っています。 

  不祥事の問題というのは、職員の自覚をいかに一人一人しっかり植えつけて

いくかというのが非常に大事ですし、事務処理ミスの問題についていうと、ど

うしてもミスというのは個人レベルでは発生いたしますから、組織として、そ

れを最終的にミスとして通していかないようなチェック体制、そして、個々の

職員の事務処理に当たっての知識等をしっかりと研修等を通じて上げていく

ということの両輪の意味での取り組みが必要だと考えております。 

  今、国の景気対策等もありまして、委員も御指摘のように、県庁全体あるい

は各所属ごとで見ましても、事務量が非常に膨らんでおります。そういう中で、

定数もそろそろぎりぎりまで絞ってきているという状況でございますので、こ

こら辺でもう１回気を引き締めて、そうした最小の人数で効率的にしっかりと

した行政運営を行えるような体制の構築をもう１回じっくりと考えたいなと

思っておりますので、またその辺につきまして、いろいろ御提案等も、議会を
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はじめ、皆さんからいただきながら、しっかり考えていきたいと思っています。 

 

       （人件費の削減について） 

前島委員  私も最終年でございますので、行政改革と人件費問題の削減をいかに図るか

という点で、当局の考え方を聞かせてもらいたいと思っています。御承知のよ

うに、行政改革が叫ばれ、深刻な、１兆円を超える財政赤字を抱える本県にと

って、これをいかに解消し再建を図るか、そして、改革を進めるかという流れ

の中では、何といっても、総会計予算に占める人件費の問題について、どうし

ても改革、削減を図る努力をしていかなければ、私は行政がこのままでは行き

詰っていってしまうと思います。執行部も財政運営について、歴代、いろいろ

懸命な努力をしてくれていますけれども、今のこのままで、とても削減の先行

きの見通しがつくものではない。もうほんとうに民間の会社ならば、破綻に近

い財政状況に立ち至っているのではないかという心配を持っているわけです。 

  そこで、まず総括的に、人件費問題の削減について中長期的にどうあるべき

かという点について、総務部長の見解をひとつ聞かせてもらっておきたいと思

っています。 

 

古賀総務部長  人件費につきましては、ここ数年といいますか、特にこの４年間は、行政改

革大綱の中で６３３人という削減目標を定めまして、そして、これを上回る形

で達成もしてきたと。そして一方、非常に景気が低迷しているということもあ

りまして、給与水準が民間でもかなり押さえられているというようなことを人

事委員会の勧告でも反映されまして、それに伴って、職員給も適宜引き下げ等

を行ってきたということもありまして、人件費につきましては、この４年間ぐ

らいで見ますと、当初予算ベースの比較では、かなり目に見える形で抑えられ

てきたと思っております。 

  ただ、こうした取り組みにつきましては、委員も御指摘されておりましたよ

うに、県財政全体から見ますと、やはり人件費のウエートはまだまだ非常に高

いという状況もございますし、今後、公債費あるいは社会保障関係費といった

義務的経費が増蒿してくるという状況もございますので、我々もさらに行革を

進める中で、人件費についてはしっかりと管理をしていかなければいけないと

は思っております。 

  ただ、この問題について考えていただく際に頭に置いていただきたいのは、

職員数の削減というのは、我々はなかなか生首は切れませんので、退職者の補

充の抑制という形で実施をしてきております。結局、その抑制の仕方というの

は、本来なら退職者が１００人のところを新採用の職員を１００人採るはずな

んですが、これを５０人採るというやり方をしています。 

  実はこれというのは、短期的には人件費の削減としては、結局は新採職員の

５０人分の給料という形でしか出てこないわけなんです。ですから、行革の効

果は、実は定数削減を進めていった場合に、削減した数に比例する形で人件費

が減っていくかというと、実はそうではありません。人件費の減り方というの

は、まず新採用の採用をこうやって数年抑制していきます。その効果は、それ

が１０年、２０年、３０年先に、先になればなるほど、人件費の削減効果はど

んどん大きくなっていきます。 

  ですから、県庁職員でいいますと、大体２０から６０まで４０年ぐらいスパ

ンがあるわけですけれども、ちょうど職員が入って２０年目ぐらいのところで、

その人件費効果がきちっと平均的に出てくるようになるわけです。ですから、

言葉をかえると、ここ数年、職員数の削減を非常に一生懸命やっておりますけ

れども、この効果といいますのは、実は１０年、２０年後にはかなりきいてく
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ると思っています。ですから、中長期的な視点でいきますと、行革への取り組

みというのは相当、足腰を強くするという意味では、それなりの長期的には効

果が出てくるのではないかと思っております。いずれそうした先のこともきち

んと見通しながら、取り組んでいく必要があるとは思っています。 

 

前島委員  ここ近年の決算状況を見ておりましても、御承知のように、５,０００億円

を下回る、本県の非常に貧寒な財政運営の実態でございますよね。その中で、

経常収支比率が一段と高まっている状況の中で、我々が、知事がいろいろな政

策を掲げて再選を期す流れを見ていても、実は非常に同情に値する実態なんで

すね。知事の政策予算、投資的経費なんていうものは、ほんとうに硬直した財

政の中にわずかしかない。全く数百億円ぐらいしかない。こういうことで、ほ

とんどが義務的経費です。もうどうにもならない、救うことのできないような

状況ですよね。 

  これをどのようにしていったらいいかという財政の本論をいま少しやっぱ

り、行政に携わっている職員の皆さん方は、県民のための行政という覚悟に立

って洗い直す、本格的な行政改革や財政再建の道筋をみずからつくっていくと

いう努力をしていかなければだめではないかと私は感じているんです。 

  そういう点で、本県の状況、イコール国の状況。国の経済の状況というのも、

もう日本がひとり勝ちの時代は終わって、追い上げられ、そして、行き詰る、

いわゆる経済環境の世界のグローバル化の中にある。こういう状況の中で、少

子高齢化も深刻に加速をしている。特に本県は一足早い速度で、これから、あ

と、御承知のように、平成を数えて２５年後を展望すると、山梨県の人口とい

うのは、おそらくこのまま推移をしていけば、大体、峡東全域がなくなってい

くぐらいの人口が減少し、本県は７０万人そこそこの県になっていくことは明

らかなんですね。 

  この状況の中で、我々は歴代の行政官の人たちが、これを展望して、これを

中期的に、長期的に、真剣に財政の問題に取り組んでいかなければ、皆さん方

の歴史的使命は果たせないのではないかと、私はそういう視点で今の県の深刻

な財政状況を見させていただいております。そういう点で、もう少し詳細な見

解を聞きたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

 

古賀総務部長  確かに経常収支比率につきまして、今、本県が９３％ぐらいなんです。全国

的に４７都道府県ということで見ると、実はこの９３というのは大体１３番目

ぐらいで、いいほうではあるんですけれども、ただ、かつて経常収支比率、こ

れが健全な団体ということの基準としてどれぐらいが適当かというのは、２０

年ぐらい前までは８０％が目安だと国も言っておりました。そういうことから

いうと、今、この９３％というのが、本県は比較的低いと言っても、これは全

くそういう観点からいうと、非常に心配なレベルだと思っております。 

  そもそも今の地方財政制度全体が、交付税財源をはじめといたしまして、非

常に国の財政が逼迫をしている中で、これが制度としてどれだけ持続性がある

のかということについては、正直、地方団体としては、今、非常に懐疑的とい

いますか、不安な状況であるわけで、そこら辺は今、国のほうでも、税の問題

というような形で御議論もいただいているところではあります。 

  県としては、そうしたことについては、知事会等を通じて、やはり地方財政

制度全体の持続性を確保する、安定的な財源、行政運営に必要な財源を確保し

ていくという観点から物は申していくわけですけれども、我々としては、当面

できることに全力を注いでいくという点で、事務事業の見直しとか、さまざま

な行革の各項目に、引き続き、大変な緊張感を持ってしっかりとした取り組み
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を行っていくということが当面、我々にできることということではないかと思

います。 

  そういう中で、少しでも無駄を廃して、そして、政策予算として使える一般

財源を確保していくことによって、委員からもおっしゃっていただいたような、

知事さんが政策的に使える予算を１,０００万円でも、１００万円でも増やし

ていくということをしっかりやっていく必要があると考えております。 

  この問題につきましては、正直、責任ある答えをしようにも、県レベルとし

て、責任ある、しっかりとした、明らかな展望、はっきりとした展望を持った

お答えがなかなかできないのがなかなかじくじたる思いはございますけれど

も、しっかりとした問題意識を持って、そして、個々の職員がしっかりとした

緊張感を持って、しっかりとした予算編成、予算執行等に当たっていく。そし

て、事業の新陳代謝という点での見直しについては、恐れずしっかり取り組ん

でいくということかと思います。また御指導よろしくお願いしたいと思います。 

 

前島委員  なかなか一朝一夕にいかんことはよくわかります。しかし、具体的に私の私

見を述べさせていただくとすれば、５％の人員の定数削減に横内知事が取り組

まれた。それで、それを積み上げられた。私は一気に今の財政を克服していく

ためには、４年１期で５％、２期目は１０％に近づけていくという、そういう

目標に向かって人員削減を図る。その努力の目標というものが、私はそれこそ

やらなければもうだめだというところへ来ているのではないかと思います。 

  もしそれができないとすれば、もちろん新しい人たちも、これは歴史的に

順々に採用していかなければならない。さりとて、現職を削減のためにやめて

もらうということもできない。だとすれば、ここにいる幹部職員の方々には大

変失礼だけども、やはり財政を再建していくためには、少なくとも、後期給料

表という二本立ての給料表をつくって、人件費の削減を果敢にやっぱりやって

いくという努力。現在５５歳を過ぎますと、皆さん方の昇給はストップになっ

ていることも努力の一端だと思うんだけれど、後期給料表、１年増すごとに順

に下がっていくというようなそういう取り組みもやっぱり織り成していく取

り組みが必要な時代に入っているのではないかという感じもしないでもない

んですね。皆さん方への大変失礼な提言、意見なんだけれども、とにかくこの

状態では市町村を含めて、財政破綻の状況は免れない状況に立ち至っていると

いう点で、私は行政改革が必要だと思います。 

  今、ここに選挙管理委員長がおいでになっております。この行政委員の方々

の費用弁償が月額制から日額制に切りかえられましたね。日当にしたというこ

とは、私、行政委員の社会的権威を大変心配をしているんですね。やっぱり社

会的権威があって、行政委員がそこに存立をするんだと。それを費用弁償が日

額制だという、これだけの犠牲、負担を強いている状況の中で、私たちの県の

幹部の皆さん方や行政が、少なくとも後期給料表みたいなものをみずからつく

って、１年増すごとに少しずつ下げていくというやり方を含めて、やっぱり研

究をしていく必要があるのではないか。私はそういう私見を持ちながら、今の

財政再建のあり方を深刻に受けとめているわけですね。 

  そんなようなことも含めて、再度、山梨県の行政改革、そして、財政のいわ

ゆる再建について所見をもう一度聞かせてもらいたい、そんな感じがしますね。 

 

古賀総務部長  ただいま委員のほうから御質問があった中で、まず最初の前段でございます

けれども、職員の定数削減について、もっと思い切った削減をすべきではない

かというような御提案もいただきました。この点につきましては、実態を申し

上げますと、実は県の職員は１万４,０００人おりますけれども、御案内のと
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おり、教職員が９,０００人近く、そして、警察官が２,０００人、そして、一

般行政職が３,０００人という構成でございます。このうち、県民サービスを

低下させずに職員数の削減をするということでは、努力の余地というのは一般

行政職の部分が最もわかりやすいわけですけれども、ここについては、実はこ

の１０年間で、１０年前を１００といたしますと、今が８３、つまり、６人に

１人を減らしてきたということで、実は率にしますと１７％ぐらい減らしてき

たというのがございます。 

  そして、問題なのは、一般行政職については、そうして、もう今、３,００

０人を切るぐらいのところまで来ているわけですけれども、あとは、結局、教

員と警察官、そして、警察官については、治安対策の強化ということで、ここ

数年はむしろ１０％ぐらい定員が増えています。今議会でも定数増の条例につ

いて御審議をお願いしておりましたけれども、そういう中では、実は残ってい

るのは教職員の部分ということになります。 

  ここら辺は結局、少人数学級なんかを導入していきますと、必然的に教職員

数を抑えるというのは難しい。むしろ対象学年を広げれば広げるだけ、教員数

は増えていくというものがありますので、実は人件費というか、職員数の削減

の問題というのは、今、警察行政あるいは教育行政をどう考え、どう行ってい

くかということとほとんど裏腹のところまできています。単に行革、スリム化

という言葉だけではなくて、教育行政あるいは警察行政というサービスの水準

をどう考えるかということと裏腹というようなところまで問題が来ていると

いう点では、県として、この１０年間相当努力はしてきましたけれども、今後

ということでいいますと、そこら辺まで議論の俎上に上げないと、もう一段の

踏み込みというのはなかなかできない。そこにコンセンサスが得られるかとい

う、かなり難しい段階に来ているのかなと思っています。 

  そして、もう１点、給料の削減につきまして、特に後期給料表といいますか、

そうした御提案をいただきましたけれども、まさにそうした人件費の抑制に向

けて、給料の制度の問題をどうしていくのかというのは、これは今、国レベル

でも盛んに議論がされているわけでございます。県レベルとしては、今の制度

というのは、人事委員会勧告制度というものがありますので、これを踏まえる

中で対応していくというのが基本にならざるを得ないとは思っています。 

  ただ、そういう中でも、今、本県は、全職員を対象とした、非管理職まで対

象にした、給料の特例減額を導入しております。これは実はこの４月の時点で

どうなるかというのを今、調査いたしますと、非管理職まで削減対象にしてい

るのは全国では１４県です。そういう点では、その中の１つが山梨県というこ

とですから、山梨県は相当頑張って踏み込んでやっているということは、全国

的に見れば、御理解はある程度いただけようかと思います。 

  ただ、人件費の問題については、根本的に今後どうあるべきかというのは、

今、国レベルでも盛んに議論がされておりますので、我々としてもそういう議

論の動向については十分注意をしながら、適切に対応をしていく必要があると

思っています。今直ちに委員の御提案に対してどうだという御見解を申し上げ

ることはできませんけれども、おっしゃるような御提案をいただかなければい

けないような、県財政として非常に厳しい、危機感を持つべき状況だというこ

とに対しましては、我々としてもきちっと受けとめて、今後、行政運営に生か

していきたいと思っております。 

 

前島委員  私が後期給料表の話をしたのは、労働基準法の定年制問題がますます延長の

方向に向かいますよね。平成２３年を目途に６３歳までにしなさい、２５年に

は６５歳まで持っていきなさいと、こういう方向が出ている。しかし、県職員
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の場合においては、６０歳で皆さんが自主的に御退職をされて、第２の就職先

を選ばれて、それぞれ努力をされていく。それがまた天下りだといって、県民

からも指摘をされる。 

  こういう問題があるんだけれども、私は、いずれそういう方向に延長してい

かなければならない流れの中では、やはり後期給料表をもって、そういう方向

に踏み込む準備をしていかなければ、皆さん方も将来的な、やはりこれだけの

長寿社会、そして、人生８０年、さらには９０年の時代に向かっていくときに、

６０歳で退職することはあまりに大変なことだと思ったり、年金問題を考えて

も、そういう問題の取り組みを展望しても、高い給料の段階に入っている皆さ

ん方の後期の方々については、そういう方向で延長の問題を絡めながらも、や

っぱり県財政の削減、財政再建に向かってこぎ出す努力を果敢にしていかなけ

ればだめだと私は思ったりして、こういう話をしました。 

  確かに、教員とかあるいは警察官とかというのは、義務的、国の定数問題が

ありますから、それはなかなか簡単にはいかない。だけども、これは国家的な

取り組みの問題解決をしなければどうにもならないんだけれども、とにかく行

政に占める人件費の割合はもうほんとうに大変な割合を占めている。そのため

に、住民サービスがますます経常経費の圧迫の中で、予算は大型に組んでみた

ところで、ほんとうに投資的経費はわずかなものに終わっている状況だと、こ

ういうことを私は憂いながら、最後のまとめの部長の御答弁をいただいて終わ

りたいと思います。 

 

古賀総務部長  ただいま非常に具体的といいますか、真剣な踏み込んだ御提案もいただきま

したけれども、定年延長の問題等も具体的に動き出している中で、そうした問

題意識を御提示いただきましたことは、我々としてもしっかり受けとめる必要

があろうかと思いますし、今後、行財政運営の中で、しっかり危機感を持って、

県民から信頼をされる、また、将来に向かって、子、孫の世代に責任の持てる

財政運営ができますように、しっかりとして取り組んでいきたいと思います。 

 

       （職員のメンタルヘルスについて） 

内田委員  １点だけお聞かせ願いたいと思いますけれども、職員のことでほんとうに申

しわけない。世の中が複雑になってきて、これは県の職員ばかりではなく、一

般の企業で働いている人たちもそうだし、あるいは他人の関係ではなくて、家

庭の中でもそういうことが多分あると思うんですけれども、今現在、知事部局

という、先ほど、職員の数が、教職員が９,０００人で、それから、警察の職

員が２,０００人、行政が３,０００人ぐらいという話が出ましたけれども、職

員の中で長期に職場に出てこられなくて休んでいるという、長期欠勤をしてい

る状況は、今、どのような状況になっていますか。 

 

山本職員厚生課長 職員のメンタルヘルスの関係でございますけれども、いわゆるけがとかそ

ういうものを含めますと、平成２１年度では１２０人の方が養護措置、お休み

をとったということでございます。なお、この中で、心の病、メンタルヘルス、

心の健康を害した人は４９名おりまして、全体の養護措置に対するメンタルで

お休みをとった職員が４０.８％でございます。 

 

内田委員  前にも私は個人的に調べさせてもらったことがあったんですけれども、そう

いう休んでいる人たちの４割ぐらいが、メンタルといいますか、うつとか、要

するに、心療内科に行ったりとか、精神科の先生のところへ通ったりとかとい

うことをしていて、あるときに、例えば６カ月休んで、復帰をした。だけど、
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１週間でまた元へ戻ってしまったという例も、私も実は自分の子供の同級生な

どの関係の中で県の職員の中にも何人かいるんだけども、これは表にはもちろ

ん出せないことですけれども、相談に乗ってあげたりしたこともあるんだけれ

ども、なかなかそれが難しいと。 

  それで、非常に気になっているのは、職場というのは当然人間関係がありま

すよね。特に県の職員というのは、何かを生産したり、つくり出す職場ではな

いですよね。ほとんどが職場の中の人間関係とか、あるいはそこへサービスを

受けに来られる人に対する関係とかということで、とにかく相手が人間ですよ

ね。人間同士のつき合いの中でいろいろなことが起きてくるんだけども、例え

ば職場転換みたいなことをしますよね。この本庁の中で働いていて、出先とい

いますか、そういうところへ出してあげて、いっときいいように感ずるんだけ

ども、またやはり元へ戻るということを繰り返していくというかね。 

  そこで、その４９人という数字が多いのか少ないのか。休んでいる人たちの

中で４０％、４１％弱ぐらいですよね。私は多いと思いますよね。そこで、私

が今言ったような、休みというのがどのぐらいとれるのかちょっとわからない

んだけども、そういうことを繰り返している人も多分、かなりの数あると思う

んですけれども、その辺についてはどうですか。 

 

山本職員厚生課長 まず、１回説明したいと思いますけれども、メンタルでお休みする、いわ

ゆるいろいろなストレスなんかの場合だと、例えば１つのコップの中にいっぱ

いの水を入れると、そこであふれていってしまう。それがストレスとして出て

くるという状況です。ですので、そもそもストレスの原因というがいろいろあ

りまして、例えば家庭もあるかもしれませんし、人間関係もあるかもしれませ

んし、その他自分の趣味の関係もある。そういうストレスがコップの中にたま

って、あるストレスが入るとそこがあふれてしまうという状況で、皆さんが思

い悩んで、ストレス、メンタルになってしまうという状況でございます。 

  例えば今、県でも、お休みをして、病院の精神科の先生に職場復帰は大丈夫

だねという判断をいただければ、直接復帰する方もいますけれども、リハビリ

をやっております。例えば十分に復帰できるんだけど、まだちょっと不安があ

るということで、そのリハビリ。例えばまず出勤をして、まずコピー焼きから

始まって、いろいろな、ケースケースによって違うんですけれども、そういう

リハビリをやって、自信を持って職場に復帰するということもかなりやってお

ります。 

  また、それで職場復帰できれば、十分に仕事ができるということでございま

すけれども、例えば、けがだと完全に基本的には治るんですけれども、そもそ

もメンタル、うつはいろいろなストレスが加わってしまうと、また発症してし

まうということがございます。ただ、先ほど言いましたように、それがそもそ

も職場の人間関係なのか、仕事なのか、家庭問題があるのかということは、な

かなか本人でもわからないという状況の中で、我々職員厚生課としては、そう

いう職員のために、いろいろな相談をしております。また、本人が例えば相談

しにくいのであれば、匿名で精神科の先生にも相談に乗っていただいています。

今、そういうふうに一生懸命やっているところでございます。 

  また、過去メンタルでお休みになった方がまたメンタルになったと、どれぐ

らいいるかという御質問があったんですけれども、すみません、それについて

は今、手元に資料がございませんので、お答えできません。 

 

内田委員  これは直接県の職員とはかかわりはないかもしれないけれども、例えば心の

病というのは、非常にエリア、範囲が広いんだけども、そういう中で、高じた
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場合に自分の命を断つということだってあるわけなんですよね。県の職員にそ

ういうことがないとも言えないし、過去に多分あったと思うし、表に出てこな

い事例があるから、そういうのは一般の社会でも当たり前のことなんだけれど

も、そのときに大事なことは、例えば大学を新卒で出て、山梨県の採用試験に

パスして、あるいは特に優秀な成績でパスした人にも結構あるんですよね。ど

うしてこの人がこの職場に勤められないのかなと、私たちが相談をしていても

わからないような事例っていくらでもあるんですよね。 

  そして、復帰して、しばらくしてまた同じ状況に戻る。さっき、うつの話が

出て、これ、書物なんかによく連載される心療内科の先生とか、あるいは精神

科の先生によっては、うつは治らないという先生もいるんですよね。薬なんか

いくら飲んだって治りませんよと言う先生もいるんですよね、実際は。だけど、

そう言われてしまうと、うつという病気を持った人には明日はないということ

になってしまうんだけども、私も必ず治せると思っているんだけども。 

  一番大事なことは、ケアみたいな部分をどうしていくかということで、さっ

き、人数がまだ把握されていないというんだけども、これ、管轄は、直接は職

員厚生課ですね。私も実は精神科の先生とも何回も向き合って話をしているん

だけども、やっぱり職場の、復帰したときに受け入れてくれる側の上司みたい

な人にほんとうの意味の理解者が必要だということもよく言われたんですよ

ね。そういうケアみたいなことをしてもらいたいと思うし、４９人の人たちが

いずれは、さっき職員を削減するという話も出たんだけども、遂にはやめてい

かざるを得ないような状況になってしまうというのもやり切れないなと思う

んだけども、その辺のケアをぜひ図ってもらいたいなと思います。 

  精神科ですかね、心療内科ですかね、実際は私はどっちになるのかちょっと

わからないんだけども、県の嘱託医みたいになってくださっている先生がいる

はずですよね。そういう先生との連携みたいなものを密にしていただきたいと

思います。４９人というのが多いか少ないか私にはわからないんだけども、数

年たったときに、この数が２０人とか３０人になるような形にぜひしていただ

きたいなと思います。答弁は結構です。 

 

       （職員定数について） 

小越委員  私も職員の定数のことをお聞きします。先ほど行政職３,０００人ぐらいの

うち、１０年間で約１７％減らしてきた、６人に１人減らしてきたというお話

がありました。今後の削減する予定というのはどのようになっているんでしょ

うか。 

 

原間総務部次長  現行の定員適正化計画につきましては、２３年４月１日までということで、

６３３人、４.２％の純減という目標を掲げて進めてまいりました。この目標

につきましては、おおむねそれを達成できる見込みでございます。その後の定

員管理につきましてでございますが、以前は、国のほうで、集中改革プランと

いうものを各自治体において策定を進めるようにということで、全国一斉の取

り組みが行われたわけでございますけれども、今年の１月５日でございましょ

うか、片山総務大臣が閣議後の記者会見におきまして、以前進めてきた集中改

革プランにとらわれることなく、自治体では業務と職員のバランスはみずから

考えて、これから定数管理をやっていただきたいという御発言もございました。

今後、国のほうでどんな方針をお示しになるかというところがございますけれ

ども、そういった国の動向とか、他県の動向も踏まえる中で、方法論も含めま

して、引き続き、適正な定員管理を実施していきたいと考えています。 
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小越委員  ということは、もうこれ以上は削減しないという方向で、もうこれで終わり

ということでよろしいんでしょうか。 

 

原間総務部次長  一般行政部門につきましては、先ほど総務部長からも話がございましたけれ

ども、でき得る限りの削減をするという目標のもとに進めてきた背景がござい

ます。一方で、教職員につきましては、先ほどお話が出ましたけれども、文科

省のほうで、義務教育関係の教職員を計画的に増やすという計画が片方でござ

います。したがいまして、今後は一般行政部門を単純に削減していくという方

法がとれるかどうかというところも含めまして、検討をさせていただきたいと

考えております。 

 

小越委員  １万４,０００人というのは、教員９,０００人、警察２,０００人、行政３,

０００人、これはいわゆる正規職員だけの人数でしょうか。それ以外の、非正

規労働者というか、臨時というか、期間採用の先生も含めて、教員、警察、行

政職でその方々は何人いらっしゃるんでしょうか。 

 

原間総務部次長  すみません、教員とか警察につきましては手元に数字がございませんけれど

も、知事部局ということで申し上げますと、いわゆる臨時・非常勤につきまし

ては、２２年４月１日でございますけれども、臨時職員が２７２名、非常勤の

職員が３０６名という数字でございます。 

 

小越委員  合わせますと５７８人、この数字は増えているんでしょうか、減っているん

でしょうか。これから増えていくとか減っていくのも含めて。 

 

原間総務部次長  この数字につきましては、平成１３年ぐらいをピークといたしまして、減少

してきております。 

 

小越委員  そうしますと、正規職員も減る、そして、臨時職員も減るという中で、先ほ

ど部長が、業務量が複雑化している。定数もぎりぎりになっているとの答弁が

ありました。事務処理が増えていると。それは人が少ないからというのもある

と思うんです。ストレスがたまっている方、ストレスの問題、それは業務の量

に対して、職員が少ないことも一因です。業務がすごく増えて、複雑化されて、

高度な知識を求められたり、それから、即決判断しなければならないことも含

めているのにもかかわらず、正職員は減らされ、非正規労働者も減らされてき

ますと、それは業務量ばかり増えて、職員が少ないんですから、普通の考えで

いくと、ミスが増えるのは当然だと思うんです。 

  それでお伺いします。先ほど次長からありましたけれども、片山総務大臣が

この前１月５日に、集中改革プランという法的根拠のない仕組みを全国に強い

てきた、これの解除ですと。もともと法的に有効な通知ではありませんからと

いうことを言っているんですけれども、そうしますと、集中改革プランに基づ

いてのこのやり方をやめるということでよろしいでしょうね。 

 

原間総務部次長  集中改革プランなるものにつきまして、国がさらに同じものをつくるかどう

かにつきましても、現時点では不明ということでございます。また、業務量が

単純に増えてきているという話がございましたが、私どものほうでは、計画的

な定数の削減に当たりましては、組織のスリム化とか、事務事業の見直しなど

を行いまして、職員に過重な負担がかからないよう、できる限り配慮する中で

実施してまいったと考えております。メンタルの職員が増えているということ
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がございますが、それがただ単にいわゆる業務量が過多なのかどうかにつきま

しては、それは複合的な要因ということも考えられるわけでございまして、単

純にイコールと考えられるかどうかにつきましては、私ども、お答えができか

ねる状況でございます。 

 

小越委員  でも、それは１つの要因だと思いますよ。それが全部、オールではないかも

しれませんけれども、それは普通に考えられる要因ではないかと思います。 

  それで、先ほど、業務量が増えてきたけれども、それは違うところにという

のは、それがいわゆる官製ワーキングプアで、指定管理者なり、それから、委

託されたり、それから、外に出している。そうしてきますと、片山さんは知事

をやっていましたから、よくわかっていらっしゃると思うんですけれども、官

製ワーキングプアをどんどん生み出してきているんですよね。本来、官がやら

ねばならないことを民にやらせたり、そして、下請したり、それから、指定管

理者制度でどんどんコストカットをしてきて、そして、アウトソーシングをか

けてきましたから、片山さんが言っていましたけれども、自治体は、会社に対

して「正社員を雇え、雇え」と言っていますけれども、官みずからがどんどん

縮小して、非正規労働者に置きかえたり、業務委託をしたり、外へ出したりし

ているということになりますと、やっていることと言っていることが逆だと思

うんですよね。 

  部長にお伺いしたいんですけれども、この片山総務大臣が、これからは業務

と職員のバランスを考えて、みずからが定数管理を考えてもらいたいと。先ほ

ど、集中改革プラン、総務省の指示がないからわからないと言ったんですけれ

ども、県として、今のこの人数と業務量のことで、集中改革プラン、総務省の

意向を受けずに、これから定数管理、逆に増やしていくという方向で切りかえ

ていかないと、後々大変なことになると思うんですけれども、部長、このお考

え、総務大臣の片山さんのお話を聞いて、いかが見解をお持ちですか。 

 

古賀総務部長  まさしく今、地方の定数管理の問題は大きな岐路に差しかかっていると思う

んですね。今までは、国のほうから集中改革プランのような形で、全国的にパ

ーセンテージを示されて、号令をかけて、そして、それを踏まえて、各県ごと

にその目標をクリアしながら、場合によってはそれに上乗せをするような目標

を各県ごとに定めて、それを実施してきたというのがここ１０年ぐらいの行革、

定数削減であったわけです。今、国のほうで、そうした一般行政職の削減もこ

の１０年ぐらいで相当やってきたと。本県で１７％ぐらいやっているわけです

けれども、全国的にも他県も似たような状況ですから、そういう点ではそこら

辺はかなり進んで、業務量とのバランスでいうと、だんだん限界にきていると

いう問題です。 

  もう１つが、よりきめ細かな教育といったような形で、先ほどの少人数学級

を小１から中３まで全部導入するとなった場合には、これは、すみません、教

育厚生委員会で教育委員会のほうから答弁をさせていただいていると思いま

すけれども、たしか記憶では、全国ベースで教員を２万人ぐらい増やさなけれ

ばいけないというような話ではなかったかと思います。これは本県でも計算す

ると、むしろ教員は２００人ぐらい増やさなければいけないという話だったか

なと記憶しております。ですから、少人数学級を進めていくために、地方公務

員の数自体を抑制するのは必然的に難しくなってくるということは国も認識

をしているようでございまして、そういう点では、今までのように、全国一律

で何％というような目標を、号令をかけて、定数削減を進めていくという手法

はもうなかなかとれないというか、現実的にはなかなか難しいという見解を持
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っているんだろうと思います。 

  本県でも、それでは、どうするのかということについては、今度の行動計画

の中で、また行革というものをこの４年間、目標として考えていく中で、そこ

ら辺も議論してまいりたいと思いますけれども、本県でも、特に少人数学級に

つきましては、全国でも先駆けてやっていきたいということを表明させていた

だいている中で、従来のような形での単純な数字目標ということでの職員定数

の削減というのは、なかなか今、実態に合わなくなってきているなというよう

な認識は持っております。 

  ただ、職員といいましても、教職員、警察職員、それと一般行政職員という

ような区分がある中で、それぞれでどういう工夫なりをしながら、より効率的

な行政体制をつくっていくかということについて、しっかり議論をしながら、

自治体として、行政サービス水準のきちんとした確保も含めて、この問題を考

えていきたいと思っております。 

 

小越委員  教員のところは、今回、少人数学級導入に伴って、少しも増えないんですよ

ね。少人数学級を小学３年生までだとしても、学校の生徒の数は小学校も中学

校も減っているわけです。少人数学級をやったとしても、２７学級増えたとし

ても、２４人常勤換算しても、全体の数が減っていますので、もっと増やせる

はずなんです。教員のところは、高校でいくと、期間採用の先生が非常に多い

です。特別支援学校は４分の１ぐらい期間採用と言われています。ここのとこ

ろはやっぱり正社員に置きかえていく。そうしないと、ほんとうに官製ワーキ

ングプアがすごく増えていくわけですよね。それがやっぱりサービスの低下に

つながる。それは片山総務大臣がこのままではまずいと。官としての公の責任

がとれないんじゃないかということを非常に危惧していることを、私は総務部

長もしっかり受けとめて、削るのではなく、増やす方向で今、大きく切りかえ

ていく。そうしないと、あと１０年後、２０年後に大変なことになると思いま

す。 

  私は逆に、お金を削減するというのであれば、先ほどの海外視察じゃありま

せんけれども、議員のところがみずからまず議員報酬を削らずに職員ばっかり

削れというのは、それは筋が違うと私は思います。議員の研修はフリーパスで

行きますけれども、職員の皆さんの研修はちゃんと決裁をとって、報告書もき

ちんと出さないといけないわけですから、それがやっぱり議員はもっと報酬そ

のものを下げていかないと、職員だけ下げろというのは、それは筋が違うと思

いまして、私は議員の報酬そのものをまず下げることのほうが先じゃないかと

思います。集中改革プランにとらわれずに、山梨県の実態に合った、サービス

を低下させないような、やっぱり増やしていく、給料も上げていくという、正

社員化していく方向をぜひお願いしたいと思います。 

   

       （財務規則上の仮契約について） 

小越委員    もう１点、最後にこれだけ、ちょっとわからないので、お聞かせください。

本会議で御答弁があり、山梨県の財務規則によりますと、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得・処分に関する条例で、仮契約書を取り交わす。仮契約

書は、その次の議会に議案を提出しなければならないと財務規則第１０６条に

書いてあるんですよね。これをもって多分出されたと思うんですけれども、こ

の財務規則の仮契約というのは、契約とほぼ同じと考えてよろしいんですか。 

 

清水管理課長  基本的に仮契約は本契約とほぼ同じでありまして、内容的には、その中に１

文、議会の同意を得た後、これは本式になるという文章が書いてあるというこ
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とで承知しております。 

 

小越委員  そうしますと、この財務規則第１１７条に、契約担当者は、すなわち、県だ

と思うんですけれども、必要だと認めたときは、相手方と協議の上、契約を変

更し、または履行を中止することができるとありますけれども、これは今回の

案件にかけて、変更、履行を中止することができると読み込んでよろしいんで

しょうか。 

 

清水管理課長  財務規則の中で、契約についてうたっているところもございますので、その

とおりということだと思います。 

 

小越委員  ということは、必要があると認めたとき、相手方と協議の上、契約を変更、

履行を中止することができることになりますから、今の時点で必要があると県

が認めた場合は、履行を中止することができる。だから、案件を上げなくても

いいと読み込んでよろしいですか。 

 

清水管理課長  要は、議会の議決を要する契約ということで今おっしゃっているんだと思う

んですけれども、財務規則１０６条では、議会の議決を要する契約を締結しよ

うとするときは、議会の同意を得たときに当該契約をする旨をまず落札人に告

げます。その後、仮契約書を取り交わす。先ほど、仮契約書というのは、いわ

ゆる民民の契約でありまして、それにつきましては、基本的には本契約とほぼ

同じ内容で、いわゆる停止条件というか、解除条件がついているというもので

あります。 

  ちょっと昔、昭和の時代に行政実例が出てございまして、その行政実例によ

りますと、いわゆる仮契約は、相手方に一方的に義務を強いるものであって、

信義誠実の原則からまずいんではないかということがありました。その後、い

わゆる工事案件につきましては５億円以上のものについては議会の同意を得

るということが地方自治法上で決まっておりますので、自治法に基づきまして、

議会の同意を得た後、契約が本式となるというものを契約書の中にうたって、

仮契約を結ぶと承知しております。 

 

小越委員  １１７条の、契約担当者は必要があると認めたときは、相手方と協議の上、

契約を変更し、または履行を中止することができるというのは、今回の案件も、

必要があると県が認めれば、履行を中止したり、変更する、すなわち、上程し

なくてもいいと読み込んでいいんですね。 

 

清水管理課長  契約の変更または中止ですよね。これはもう契約をした後の話ですね。すみ

ません、先ほどちょっと誤解があったのかもしれませんけれども、契約の変更、

契約をした後、中止することもできるということをここでうたっていると理解

しております。 

 

小越委員  であれば、第１１８条、契約の解除。契約担当者は、相手方が次の各号に該

当する場合は契約を解除することができる。その２つ目に、契約の履行につい

て、不正な行為があると認めるとき。３、契約解除の申し出があったとき。４、

その他契約上の義務を履行しないと認めるとき。ということになりますと、契

約をした後でも、これは例えば向こうから申し出があった場合、それから、不

正な行為があると認めるとき、それから、義務を履行しないと認めるときは、

契約担当者、すなわち、県が契約を解除することができると読み込んでよろし
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いですね。 

 

清水管理課長  契約の解除、第１１８条ですね。契約担当者はということで、先ほどおっし

ゃったとおりのことが記載されてございます。契約を締結した後、相手方が契

約を誠実に履行しないと認められるとか、契約のもともとの解除の申し出があ

ったときとか、契約をしている間の履行につきまして不正な行為があったとき、

そういうものについては契約を解除するということが財務規則で決まってご

ざいます。 

 

小越委員  ということは、契約をした後も、不正な行為、例えば談合とか、それから、

義務を履行しない、そういうときには県が契約を解除することができるという

ふうに読み込んでいいんですね。不正な行為があったとか、申し出があった場

合は、後でも契約を解除できるということです。 

 

清水管理課長  これは契約の履行について書いてございますので、契約の実際に行っている

中で不正があった場合と読み取ると解釈しております。 

 

小越委員  契約解除の申し出があった場合、すなわち、向こうの業者から、「いや、そ

れは解除したい」と申し出があれば、県とすれば、できるわけですよね。それ

と、契約上の義務を履行しない、契約上の義務というところで、目的や金額の

ところでなった場合は、解除をこちらからすることができるんですね。 

 

清水管理課長  そのとおりでございます。当然、相手方から、もう契約できませんというか、

契約の履行ができませんということで契約解除の申し出があった場合につい

ては、契約担当者の判断で解除できるということでございますので、そのとお

りだと思います。契約上の義務についても、それについては、その契約自体の

中で履行ができない場合については解除できるということでございます。 

 

小越委員  この案件は違うところですけれども、この財務規則を読む限りでは、さっき

のあの案件については、県がみずからのところで、契約の中止、変更、それか

ら、契約した場合の後でも、契約解除の申し出があったとき、それから、不正

な行為があると認めるときということで、解除できたり、そもそも提案しなく

てもいいことがこの財務規則でうたわれていると読み込めるんですけれども、

議会のときにはとにかく出さなければならないということで出されてきまし

たけれども、本来はそうではないと思うんですけれども、そこだけ最後、１点

確認して終わります。 

 

清水管理課長  地方自治法では、仮契約からどのぐらいで議会の議決を締結するべきかとい

うことは、特に明文的な規定はございません。しかしながら、先ほどもちょっ

とお話しいたしましたけれども、仮契約そのものが相手方に一方的な義務を課

すものであるということで、信義誠実の原則から、行政実例におきましても、

速やかに次の議会に提案すべきだということが書かれてございまして、それに

基づきまして、財務規則では、次の議会ということでうたっていると承知して

おります。 

 

小越委員  契約の解除の申し出があったときには契約解除ができるわけですけれども、

今回の場合は、例えば県のほうから、相手先に対して、こういうことがあった

ということを含めて、議会も含めて、いろいろな相談をしたり、向こうの方と
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申し出をするとか、それから、不正な行為とかを確認するということをしない

んでしょうか。私は、このことが、不正な行為があると認めるときとか、義務

を履行しないに当てはまる可能性があるのであれば、出さなくてもいいし、契

約をした後も解除できると思うんですけれども、部長、どうお考えですか。 

 

古賀総務部長  申しわけありませんが、私がお答えできる立場にはないと思いますので、

答えを差し控えさせていただきます。 

 

 

その他 

 ・ 委員会報告書の作成及び委員長報告については委員長に委任された。 

  

 

以  上 

 

                            総務委員長 鈴木 幹夫 


